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連結注記表
１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項に関する注記等

(1) 連結計算書類の作成基準
　当社グループの連結計算書類は、会社計算規則第120条第１項の規定により、国
際会計基準（以下、「IFRS」という。）に準拠して作成しております。なお、本連
結計算書類は同項後段の規定により、IFRSで求められる開示事項の一部を省略して
おります。

(2) 連結の範囲に関する事項
① 連結子会社の数・・・２社
② 連結子会社の名称

Hybrid Technologies Vietnam Co., Ltd.
Hybrid Techno Camp Co., Ltd.（2021年5月14日に解散及び清算を決議
し、清算手続き中であります。）

(3) 会計方針に関する事項
①　連結の基礎

　当社グループの連結計算書類は、当社及び子会社の計算書類を含めております。
　子会社とは、当社グループにより支配されている企業（組成された事業体を含
む）であります。当社グループがある企業への関与により生じる変動リターンに晒
されている、又は変動リターンに対する権利を有している場合で、その企業に対す
るパワーにより、当該変動リターンに影響を与えることができる場合には、当社グ
ループはその企業を支配しております。子会社の計算書類は、支配獲得日から支配
を喪失する日までの間、当社グループの連結計算書類に含まれております。
　子会社の計算書類は親会社と統一された会計方針を適用しております。当社グル
ープ内の債権債務残高及び取引、並びに当社グループ内取引によって発生した未実
現損益は、連結計算書類の作成に際して消去しております。なお、子会社の決算日
は、当社の決算日と一致しております。子会社持分を一部処分した際、支配が継続
する場合には、資本取引として会計処理しております。非支配持分の調整額と対価
の公正価値との差額は、親会社の所有者に帰属する持分として資本に直接認識され
ております。子会社の包括利益は非支配持分が負となる場合であっても親会社の所
有者と非支配持分に帰属させております。

②　企業結合
（I)共通支配下の企業以外との企業結合
　当社グループは、取得法を適用して各企業結合を会計処理しております。企業結
合で移転された対価は、移転した資産、取得企業に発生した被取得企業の旧所有者
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に対する負債及び取得企業が発行した資本持分の取得日の公正価値の合計額として
測定され、該当する場合は条件付対価を含めております。企業結合により取得した
識別可能な資産及び引き受けた負債を、取得日の公正価値で測定しております。企
業結合における取得関連費用は発生時に費用処理しております。
　取得日時点における移転された対価、すべての非支配持分の金額及び以前に保有
していた被取得企業の資本持分の総額が、識別可能な資産及び引き受けた負債の取
得日における正味の金額を超過した差額を、のれんとして認識しております。一
方、この差額が負の金額である場合には、直ちに純損益で認識しております。
　企業結合の当初の会計処理が連結決算日までに完了しない場合、当社グループ
は、完了していない項目については暫定的な金額で報告しております。その後、新
たに入手した支配獲得日時点に存在していた事実と状況について、支配獲得日時点
に把握していたとしたら企業結合処理の認識金額に影響を与えていた と判断される
場合、測定期間の修正として、支配獲得日に認識した暫定的な金額を遡及的に修正
します。測定期間は支配獲得日から最長で１年間としております。

(II)共通支配下の企業との企業結合
　共通支配下における企業結合とは、企業結合当事企業もしくは事業のすべてが、
企業結合の前後で同一の企業により最終的に支配され、かつ、その支配が一時的で
はない場合の企業結合であります。
　当社グループでは、すべての共通支配下における企業結合取引について、継続的
に帳簿価額に基づき会計処理を行っております。

③　金融商品
（Ⅰ）金融資産

　当社グループは、通常の方法によるすべての金融資産の売買は、原則として約
定日に認識及び認識の中止を行っております。通常の方法による売買とは、関係
する市場における規則又は慣行により一般に定められている期間内での資産の引
渡しを要求する契約による、金融資産の購入又は売却をいいます。
（ⅰ）金融資産の分類及び測定

　当社グループでは、金融商品について、償却原価で測定する金融資産、そ
の他の包括利益を通じて公正価値で測定する金融資産（FVTOCI金融資産）
又は純損益を通じて公正価値で測定する金融資産（FVTPL金融資産）に分類
しております。

－ 2 －



（a）償却原価で測定する金融資産
　当社グループは、以下の条件を満たす金融資産を、償却原価で測定す
る金融資産に分類しております

・契約上のキャッシュ・フローの回収を保有目的とする事業モデルに
基づいて、金融資産を保有していること
・金融資産の契約条件により、特定の日に元本及び元本残高に対する
利息の支払いのみのキャッシュ・フローが生じること

　償却原価で測定する金融資産は、当初認識時に公正価値に取引費用を
加算して測定し、当初認識後は実効金利法による償却原価で測定してお
ります。また、利息収益及び認識の中止に係る利得又は損失は当期の純
損益として測定しております。

（b）FVTOCI金融資産
ア．FVTOCI負債性金融商品

　当社グループは、以下の条件を満たす負債性金融資産を、その他の
包括利益を通じて公正価値で 測定するFVTOCI負債性金融資産に分類
しております。
・契約上のキャッシュ・フローの回収と売却の両方によって目的が達
成する事業モデルに基づいて、金融資産を保有していること
・金融資産の契約条件により、特定の日に元本及び元本残高に対する
利息の支払いのみのキャッシュ・フローが生じること
　FVTOCI負債性金融資産は、当初認識後の公正価値の変動（減損損
失を除く。）をその他の包括利益において認識し、その累計額は認識
の中止を行う際に純損益に振り替えております。また、利息収益、認
識の中止に係る利得又は損失及び減損損失は当期の純損益として認識
しております。

イ．FVTOCI資本性金融商品
　当社グループは、公正価値で測定する金融資産のうち、当初認識時
に事後の公正価値の変動をその他の包括利益に表示するという取消不
能な選択をした資本性金融資産については、その他の包括利益を通じ
て公正価値で測定するFVTOCI資本性金融資産に指定、分類しており
ます。
　FVTOCI資本性金融資産は、当初認識時に公正価値にその取引に直
接起因する取引費用を加算して測定しております。当初認識後の公正
価値の変動はその他の包括利益として認識し、その他の資本の構成要
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説明 予想信用損失の測定方法

ステージ１
金融商品の信用リスクが当初認識時
よりも著しく増大していないもの

12ヶ月の予想信用損失

ステージ２
金融商品の信用リスクが当初認識時
よりも著しく増大しているもの

全期間の予想信用損失

ステージ３ 信用減損の証拠がある金融商品 全期間の予想信用損失

素に計上しております。また、当該金融資産の認識を中止した場合及
び公正価値の著しい下落がある場合には、その他の包括利益累計額を
直ちに利益剰余金に振り替えております。
　FVTOCI資本性金融資産に係る受取配当金は、当該配当金が明らか
に投資の取得原価の回収を示している場合を除いて、配当受領権が確
定した時点で金融収益として認識しております。

（c）FVTPL金融資産
　当社グループは、上記の償却原価で測定する金融資産又はFVTOCI金
融資産に分類されない金融資産を、FVTPL金融資産に分類しておりま
す。
　FVTPL金融資産は、当初認識時に公正価値で測定し、当初認識後の
公正価値の変動から生じる評価損益、配当収益及び利息収益を純損益
として認識しております。

（ⅱ）金融資産の減損
　償却原価で測定する金融資産については、予想信用損失に対して貸倒引当
金を認識しております。予想信用損失は、契約に基づいて当社グループが受
け取るべき契約上のキャッシュ・フローと、当社グループが受け取ると見込
んでいるキャッシュ・フローとの差額の現在価値です。
　貸倒引当金の変動は純損益に計上しております。
　当初認識後は、報告日において、金融資産を次の３つのステージに分類
し、それぞれ以下のとおり、予想信用損失を測定しております。

　当社グループでは、原則として契約で定められた支払期限を30日超過した
場合に、金融資産の信用リスクが当初認識時より著しく増大していると判断
しており、支払期限を90日超過した場合に債務不履行が生じていると判断し
ております。債務不履行に該当した場合、又は発行者又は債務者の著しい財
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政的困難などの減損の証拠が存在する場合、信用減損しているものと判断し
ております。
　なお、上記にかかわらず、重大な金融要素を含んでいない営業債権等は、
貸倒引当金を全期間の予想信用損失に等しい金額で測定しております（単純
化したアプローチ）。
　予想信用損失の測定に当たっては、過去の事象、現在の状況及び将来の経
済状況の予測についての、報告日において利用可能な合理的で裏付け可能な
情報を用いております。なお、当社グループは、営業債権の予想信用損失を
見積もる際に、予想信用損失の引当マトリクスを用いた実務上の簡便法を採
用しております。
　また、金融資産の全部又は一部分を回収できないと合理的に判断される場
合は、金融資産の帳簿価額を直接償却しております。

（ⅲ）認識の中止
　当社グループは、金融資産から生じるキャッシュ・フローに対する契約上
の権利が消滅したか、あるいは、金融資産が譲渡され、その金融資産の所有
に係るリスク及び経済価値のほとんどすべてが移転した場合に、当該金融資
産の認識を中止しております。

（Ⅱ）金融負債
（ⅰ）金融負債の分類及び測定

　当社グループは、金融負債を償却原価で測定する金融負債又は純損益を通
じて公正価値で測定する金融負債（FVTPL金融負債）に分類しております。

（a）償却原価で測定する金融負債
　当社グループは、以下のものを除くすべての金融負債を、償却原価で
測定する金融負債に分類しております。

・FVTPL金融負債（デリバティブ負債を含む。）
・金融保証契約
・企業結合において認識した条件付対価

　償却原価で測定する金融負債は、当初認識時に公正価値から取引費用
を減算して測定し、当初認識後は実効金利法による償却原価で測定して
おります。
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（b）FVTPL金融負債
　FVTPL金融負債は、当初認識時に公正価値で測定し、当初認識後の変
動はヘッジ会計の要件を満たしている場合を除き、純損益として認識し
ております。

（ⅱ）認識の中止
　当社グループは、金融負債の義務が履行されたか、免責、取消し、又は失
効した場合に当該金融負債の認識を中止しております。

（Ⅲ）金融資産及び金融負債の表示
　金融資産と金融負債は、当社グループが認識された金額を相殺する強制可能な
法的権利を有し、かつ純額ベースで決済する又は資産を実現すると同時に負債を
決済する意図が存在する場合にのみ相殺し、連結財政状態計算書において純額で
認識しております。

④　現金及び現金同等物
　現金及び現金同等物は、手元預金、随時引き出し可能な預金及び容易に換金可能
であり、かつ価値の変動について僅少なリスクしか負わない取得日から３か月以内
に償還期限の到来する短期投資から構成されております。

⑤　有形固定資産
　有形固定資産の測定には原価モデルを採用し、取得原価から減価償却累計額及び
減損損失累計額を控除した金額で表示しております。取得原価には、資産の取得に
直接関連する費用、解体、除却及び原状回復費用の当初見積額を含めております。
　減価償却費は、取得原価から残存価額を控除した償却可能額を各構成要素の見積
耐用年数にわたり定額法により算定しております。減価償却方法、見積耐用年数及
び残存価額は各年度末に見直しを行い、変更がある場合には、会計上の見積りの変
更として、見積りを変更した期間及び将来に向かって適用しております。
　減損については、「⑦非金融資産の減損」に記載のとおりです。
　主な見積耐用年数は、以下の通りであります。

・建物附属設備　　５－15年
・器具及び備品　　２－５年

⑥　無形資産
　無形資産の測定には原価モデルを採用し、取得原価から償却累計額及び減損損失

－ 6 －



累計額を控除した金額で表示しております。個別に取得した無形資産は、当初認識
時に資産の取得に直接起因する費用を含む取得原価で測定しております。また、の
れんとは別に企業結合で取得した識別可能な無形資産は、支配獲得日の公正価値で
測定しております。自己創設無形資産は、資産化の要件を満たすものを除き、関連
する支出は発生時に費用処理しております。
　耐用年数を確定できる無形資産の償却費は、償却可能額を見積耐用年数にわたり
定額法により算定しております。償却方法及び見積耐用年数は各年度末に見直しを
行い、変更がある場合には、会計上の見積りの変更として、見積りを変更した期間
及び将来に向かって適用しております。なお、見積耐用年数を確定できない無形資
産はありません。
　減損については、「⑦非金融資産の減損」に記載のとおりです。
　主な見積耐用年数は、以下の通りであります。

・ソフトウェア　　５年

⑦　リース（当社グループが借手となるリース取引）
　当社グループは、契約の開始時に、当該契約がリース又はリースを含んだもので
あるのかどうかを判定しております。契約が特定された資産の使用を支配する権利
を一定期間にわたり対価と交換に移転する場合には、当該契約はリースであるか又
はリースを含んでおります。
　なお、契約が特定された資産の使用を支配する権利を移転するか否かを評価する
ために、当社グループは、契約が特定された資産の使用を含むか、当社グループが
使用期間全体にわたり資産の使用からの経済的便益のほとんどすべてを得る権利を
有しているか、及び当社グループが資産の使用を指図する権利を有しているかにつ
いて検討しております。
　リースの契約時に、短期リース及び原資産が少額であるリース以外のリース構成
部分について、使用権資産及びリース負債を認識しております。リース開始日にお
いて、使用権資産は取得原価で、リース負債は同日現在で支払われていないリース
料の現在価値で測定しております。
　使用権資産の取得原価は、リース負債の当初測定額、当初直接コスト、前払リー
ス料等の調整額で構成されております。また、リース料の現在価値を算定する際に
使用する割引率には、リースの計算利子率が容易に算定できる場合、当該利子率を
使用し、そうでない場合は追加借入利子率を使用しております。
　リース期間はリースの解約不能期間に、リースを延長するオプションの対象期間
(当社グループが当該オプションを行使することが合理的に確実である場合)、リース
を解約するオプションの対象期間（当社グループが当該オプションを行使しないこ
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とが合理的に確実である場合）を加えたものとして決定しております。
　開始日後において、使用権資産は、取得原価から減価償却累計額及び減損損失累
計額を控除した額で測定しております。ここで、使用権資産を減価償却する際に
は、IAS第16号「有形固定資産」の減価償却の要求事項を適用しております。ま
た、減損しているかどうかを判定し、識別された減損損失を会計処理する際には、
IAS第36号「資産の減損」を適用しております。
　使用権資産の減価償却は、原資産の所有権がリース期間の終了時までに当社グル
ープに移転する場合又は借手の購入オプションの行使が合理的に確実な場合には、
開始日から原資産の耐用年数の終了時まで、それ以外の場合には、開始日から使用
権資産の耐用年数の終了時、又はリース期間の終了時のいずれか早い方までにわた
り、定額法により実施しております。
　開始日後において、リース負債は、リース負債に係る金利を反映するように帳簿
価額を増額し、支払われたリース料を反映するように帳簿価額を減額しておりま
す。また、リース料の変動又はリースの条件変更を反映するか、又は改訂後の実質
上の固定リース料を反映するように帳簿価額を再測定しております。当社グループ
は、短期リース又は原資産が少額であるリースに関連したリースについては、使用
権資産及びリース負債を認識せず、リース料総額をリース期間にわたり定額法で費
用認識しております。

⑧　非金融資産の減損
　繰延税金資産を除く当社グループの非金融資産の帳簿価額は、毎期、減損の兆候
の有無を判断しております。減損の兆候がある場合には、当該資産の回収可能価額
に基づき減損テストを実施しております。耐用年数が確定できない無形資産及び未
だ利用可能でない無形資産は、償却を行わず、減損の兆候の有無にかかわらず年に
一度、又は減損の兆候がある場合はその都度、減損テストを実施しております。
　回収可能価額は、処分コスト控除後の公正価値と使用価値のいずれか高い方で測
定しております。使用価値は、見積将来キャッシュ・フローを貨幣の時間価値及び
その資産の固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いて現在価値に割り引いて
算定しております。
　個々の資産又は資金生成単位の回収可能価額が帳簿価額を下回る場合には、その
帳簿価額を回収可能価額まで減額し、減損損失を純損益に認識しております。
　過年度に減損損失を認識した有形固定資産及び無形資産については、決算日にお
いて、減損の戻入れの兆候の有無を判定しております。
　減損の戻入れを示す兆候があり、個々の資産又は資金生成単位の回収可能価額が
帳簿価額を上回る場合には、回収可能価額と過年度に減損損失が認識されていなか
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った場合の減価償却控除後の帳簿価額とのいずれか低い方を上限として、減損損失
の戻入れを認識しております。

⑨　引当金
　当社グループは、過去の事象の結果として現在の債務(法的債務又は推定的債務)を
有しており、当該債務を決済するために経済的便益を有する資源の流出が必要とな
る可能性が高く、かつ当該債務の金額について信頼できる見積りが可能である場合
に引当金を認識しております。
　貨幣の時間価値が重要な場合には、決済のために要すると見積もられた支出額の
現在価値で測定しております。現在価値の算定には、貨幣の時間価値とその負債に
固有のリスクを反映した税引前の割引率を用いております。
　当社グループは、引当金として、主に資産除去債務、補償対策引当金及び受注損
失引当金を認識しております。

⑩　従業員給付
　短期従業員給付については、割引計算は行われず、関連するサービスが提供され
た時点で費用として計上しております。
　賞与及び有給休暇費用については、それらを支払う法的もしくは推定的な債務を
負っており、信頼性のある見積りが可能な場合に、それらの制度に基づいて支払わ
れると見積られる額を負債として認識しております。

⑪　収益
　当社グループでは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しており
ます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。
　顧客との契約から生じる収益の主要な区分ごとの収益認識基準は以下のとおりで
す。

（Ⅰ）ストックサービス提供による収益
　ストックサービスとは、日本国内で弊社所属のプロジェクトマネージャーおよ
びシステムエンジニアをアサインし、要件の整理や仕様の確定業務を行うととも
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に、ベトナム国内に顧客専属の開発チームを組織することで、顧客が自社開発チ
ームと同じように、柔軟かつスピーディーに開発を進めることができるサービス
です。
　ストックサービスの提供を収益の源泉とする取引は、契約期間で発注する仕事
量の最低保証を行う契約に基づく取引が含まれております。このような取引は、
日常的又は反復的なサービスであり、契約に基づき顧客にサービスが提供される
時間の経過に応じて履行義務が充足されると判断しており、役務を提供する期間
にわたり顧客との契約において約束された金額を按分し収益を認識しておりま
す。

（Ⅱ）フローサービス提供による収益
　フローサービスとは、開発案件ごとに設計、仕様、デザインなどに基づいて顧
客と開発契約を締結し、開発案件の上流工程から下流工程までの包括的なプロセ
スで品質を担保した成果物を納品する開発サービスです。
　フローサービスの提供を収益の源泉とする取引は、顧客の要求する要件を満た
すソフトウェアを開発し、納品する契約に基づく取引が含まれております。この
ような取引については、開発の進捗に応じて顧客の資産が増加するとともに顧客
が当該資産の支配を獲得するため、これに応じて当社グループの履行義務が充足
されていくものと判断しており、完成までに要する総原価を合理的に測定できる
場合には、原価比例法（期末日における見積総原価に対する累積実績発生原価の
割合に応じた金額）で収益を認識しており、合理的に測定できない場合は、発生
した原価のうち回収されることが見込まれる費用の金額で収益を認識しておりま
す。顧客に請求する日より先に認識された収益は、契約資産として認識しており
ます。
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当連結会計年度
一定の期間にわたり収益認識した金額のうち当連結
会計年度末の残高（契約資産）

60,222

受注損失引当金 3,836

２．会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当連結会計年度に係る連結計算書類にその額を計上した項目で
あって、翌連結会計年度に係る連結計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは
以下のとおりであります。

収益認識及び受注損失引当金の計上
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：千円）

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループが提供するサービスのうち、フローサービスは、受託開発型のサービ
スであり、開発の進捗に応じて顧客の資産が増加するとともに顧客が当該資産の支配
を獲得するため、これに応じて当社グループの履行義務が充足されていくものと判断
しております。そこで、完成までに要する総原価を合理的に測定できる場合には、原
価比例法（期末日における見積総原価に対する累積実績発生原価の割合に応じた金
額）で収益を認識しており、合理的に測定できない場合は、発生した原価のうち回収
されることが見込まれる費用の金額で収益を認識しております。そのため、収益額の
測定には見積りが伴います。
　また、顧客より受注済みの案件のうち、当該受注契約の履行に伴い、翌連結会計年
度以降に損失の発生が見込まれ、かつ、当該損失額を合理的に見積もることが可能な
ものについては、将来の損失に備えるため翌連結会計年度以降に発生が見込まれる損
失額を計上しております。そのため、受注損失引当金の測定にも、見積りが伴いま
す。
　今後の開発業務の進捗に伴い、予想し得ない工数の大幅な増加等により当該見積り
が変更された場合、翌連結会計年度以降の当社グループの連結財務諸表に重要な影響
を及ぼす可能性があります。
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当連結会計年度
投資有価証券 177,840

投資有価証券の評価
(1) 当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

（単位：千円）

(2) 識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社グループが保有する公正価値で測定する投資有価証券が、活発な市場における
公表価格によって測定できない場合には、観察不能なインプットを含む評価技法によ
って算定された公正価値を用いて評価しております。観察不能なインプットを含む評
価技法によって算定される公正価値は、適切な基礎率、事業計画の仮定及び採用する
計算モデルの選択など、当社グループの経営者による判断や仮定を前提としておりま
す。これらの見積り及び仮定は、前提とした状況の変化等により、金融商品の公正価
値の算定に重要な影響を及ぼす可能性があります。
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3．追加情報
　新型コロナウィルス感染症の影響について、当連結会計年度において当社の業績に
与える影響は限定的でありました。

今後の収束時期等の影響を予測するのは困難な状況にありますが、現時点で入手可
能な情報に基づき会計上の見積りを会計処理に反映しております。また、新型コロナ
ウィルス感染症による将来的な影響は依然として不透明であり、当社グループの業績
に影響を及ぼす可能性があります。

また、ロシア・ウクライナ情勢による当社グループへの影響について、現時点では
限定的となっております。今後も当社グループへの影響は限定的であると仮定し、会
計上の見積りを行っておりますが、ロシア・ウクライナ情勢の長期化等の影響により
経済活動が停滞した場合には、当社グループが提供するサービスへの需要の減少を招
くなどにより、当社の業績に影響を及ぼす可能性があります。

4．連結財政状態計算書に関する注記
資産に係る減価償却累計額
　有形固定資産　　　　169,027千円
　使用権資産　　　　　210,624千円

5．連結持分変動計算書に関する注記
(1) 当連結会計年度末の発行済株式の種類及び総数

普通株式　　　10,979,648株

(2) 当連結会計年度末の新株予約権（権利行使期間の初日が到来していないものを除
く。）の目的となる株式の種類及び数

普通株式　　　718,700株
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6．金融商品に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 資本管理
　当社グループは、持続的な成長を通じて、企業価値を最大化することを目指して資
本管理をしております。
　当社グループが資本管理において用いる主な指標は、ROE及びEPS等であります。
これらの指標については、経営者に定期的に報告され、モニタリングしております。
　なお、当社グループが適用を受ける重要な資本規制はありません。

② 財務上のリスク管理
　当社グループは、経営活動を行う過程において、財務上のリスク（信用リスク・流
動性リスク・為替リスク・金利リスク）に晒されており、当該財務上のリスクを軽減
するために、一定の方針に基づきリスク管理を行っております。

③ 信用リスク管理
　信用リスクは、保有する金融資産の相手先が契約上の債務に関して債務不履行にな
り、当社グループに財務上の損失を発生させるリスクであります。
　当社グループは、与信管理規程に従い、取引先ごとの期日管理及び残高管理を行う
とともに、主な取引先の信用状況を定期的に把握する体制としております。
　なお、当社グループは、特定の相手先又はその相手先が所属するグループについ
て、過度に集中した信用リスクを有しておりません。

④ 流動性リスク管理
　流動性リスクは、当社グループが期限の到来した金融負債の返済義務を履行するに
あたり、支払期日にその支払を実行できなくなるリスクであります。
　当社グループは、適切な返済資金を準備し、継続的にキャッシュ・フローの計画と
実績をモニタリングすることで流動性リスクを管理しております。

⑤ 為替リスク管理
　当社グループは、日本とベトナムで事業を展開しており、当社グループの各機能通
貨とは異なる通貨による外部取引及びグループ間取引の結果、為替の変動リスクに晒
されております。
　当社グループは、当該リスクを管理することを目的として、為替相場の継続的なモ
ニタリングを行っております。
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連結財政状態計算書計上額 公正価値
その他の金融資産 59,372 58,820

⑥ 金利リスク
　当社グループの有利子負債のうち変動金利のものは、金利の変動リスクに晒されて
おります。
　当社グループは、金利変動リスクを低減するため、変動金利の有利子負債について
金利変動をモニタリングし、急激な金利変動時には借換を行うなどして金利リスク管
理を行う方針であります。
　なお、現在の金利リスクは当社グループにとって重要なものではないと考えている
ため、金利感応度分析は行っておりません。

(2) 金融商品の公正価値時価等に関する事項
① 償却原価で測定される金融商品

　償却原価で測定される金融商品の帳簿価額と公正価値は以下のとおりでありま
す。

（単位：千円）

（注）短期金融資産、短期金融負債については、公正価値は帳簿価額と近似してい
るため、上表に含めておりません。

　上記の金融商品の公正価値の測定方法は、以下のとおりであります。

　（その他の金融資産）
　敷金、保証金及び預託金により構成されており、契約期間に応じて国債の利回り
等適切な指標で割り引く方法により、公正価値を見積っており、レベル２に分類し
ております。
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レベル１ レベル２ レベル３ 合計
純損益を通じて公正価値で測定され
る金融資産
　資本性金融商品 － － 77,593 77,593
その他の包括利益を通じて公正価値
で測定される金融資産
　資本性金融商品 － － 100,248 100,248
合計 － － 177,840 177,840

② 公正価値で測定される金融商品
　公正価値で測定される金融商品について、測定に用いた評価技法へのインプットの
観察可能性に応じて算定した公正価値を以下の３つのレベルに分類しております。

レベル１：活発に取引される市場で公表価格により測定された公正価値
レベル２：レベル１以外の、観察可能な価格を直接、又は間接的に使用して算出され

た公正価値
レベル３：観察可能な市場データに基づかないインプットを含む評価技法から算出さ

れた公正価値

　公正価値測定に複数のインプットを使用している場合には、その公正価値測定の全
体において重要な最も低いレベルのインプットに基づいて公正価値のレベルを決定し
ております。
　金融商品のレベル間の振替は、各連結会計年度末において認識しております。な
お、当連結会計年度においてレベル1、２及び３の間の振替はありません。
　公正価値で測定される金融商品の公正価値ヒエラルキーは、以下のとおりでありま
す。

（単位：千円）

　資本性金融商品のうち非上場株式については、割引将来キャッシュ・フローに基づ
く評価技法を用いて算定しており、公正価値ヒエラルキーレベル３に区分されます。
非上場株式の公正価値測定にあたっては、割引率、EBITDA倍率等の観察可能でない
インプットを利用しており、必要に応じて一定の非流動性ディスカウントを加味して
おります。
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売上収益の区分 当連結会計年度
ストックサービス 2,262,680
フローサービス 145,232
合計 2,407,912

当連結会計年度
顧客との契約から生じた債権 258,420
契約資産 60,222
契約負債 2,889

7．収益認識に関する注記
(1) 収益の分解

　当社グループは、ハイブリッド型サービスによる単一事業分野において事業活動を
行っており、売上収益の内訳は下記のとおりであります。

（単位：千円）

(2) 収益を理解するための基礎となる情報
「１．連結計算書類作成のための基本となる重要な事項（３）会計方針に関する事項　
⑩収益」に記載のとおりであります。

(3) 当連結会計年度及び翌連結会計年度以降の収益の金額を理解するための情報
① 契約残高
　顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の内訳は以下のとおりであり
ます。

（単位：千円)

　当連結会計年度に認識された収益について、期首現在の契約負債残高に含まれてい
た金額は、5,005千円であります。
　契約資産は、フローサービス提供による収益について、一定期間にわたり充足した
履行義務に係る対価に対する当社グループの権利であり、支払いに対する権利が無条
件になった時点で債権に振り替えられます。顧客との契約から生じた債権は、履行義
務の充足後、別途定める支払条件により、主として１年以内に対価を受領していま
す。
　また、当社グループの顧客との契約から生じた債権に重要な金融要素はありませ
ん。
　契約負債は、主に顧客からの前受金に関連するものであります。
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（１）１株当たり親会社所有者帰属持分 193円58銭
（２）基本的１株当たり当期利益 24円23銭

② 残存履行義務に配分した取引価格
　当社グループにおいては、個別の契約期間が１年を超える重要な取引がないため、
実務上の便法を適用し、残存履行義務に関する情報の記載を省略しております。
　また、顧客との契約から生じる対価の中に、取引価格に含まれていない重要な金額
はありません。

8．１株当たり情報に関する注記

9．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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個別注記表
１．重要な会計方針に係る事項に関する注記

（1）有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式
　移動平均法による原価法を採用しております。

（2）固定資産の減価償却の方法
有形固定資産
　定額法を採用しております。

（3）引当金の計上基準
①貸倒引当金

　債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸
倒懸念債権等特定の債権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を
計上しております。

②賞与引当金
　従業員の賞与支給に備えるため、賞与支給見込額のうち当事業年度の負担額を計
上しております。

（4）外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
　外貨建金銭債権債務は、決算日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は
損益として処理しております。

（5）収益及び費用の計上基準
　当社グループでは、以下の５ステップアプローチに基づき、収益を認識しており
ます。
ステップ１：顧客との契約を識別する。
ステップ２：契約における履行義務を識別する。
ステップ３：取引価格を算定する。
ステップ４：取引価格を契約における履行義務に配分する。
ステップ５：履行義務の充足時に（又は充足するにつれて）収益を認識する。
　当社は、連結子会社に対してシステム開発支援サービスを提供しております。当
該サービスの履行義務は、当社グループが提供するハイブリッド型サービスの一部
として、主としてシステムエンジニア等の労働力を契約期間にわたって連結子会社
に提供することであります。当社は一定の期間にわたり履行義務が充足されると判
断し、役務の提供期間に応じて収益を認識しております。
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当事業年度

投資有価証券 182,731

２．会計方針の変更に関する注記
（収益認識に関する会計基準等の適用）

　「収益認識に関する会計基準」（企業会計基準第29号2020年３月31日）等を当事
業年度の期首から適用し、約束した財又はサービスの支配が顧客に移転した時点で、
当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益を認識することといた
しました。これによる計算書類に与える影響はありません。

（時価の算定に関する会計基準等の適用)
　「時価の算定に関する会計基準」（企業会計基準第30号2019年７月４日。以下
「時価算定会計基準」という。）等を当事業年度の期首から適用し、時価算定会計基
準第19項及び「金融商品に関する会計基準」（企業会計基準第10号2019年７月４
日）第44-２項に定める経過的な取扱いに従って、時価算定会計基準等が定める新たな
会計方針を、将来にわたって適用することといたしました。これによる計算書類に与
える影響はありません。

３．会計上の見積りに関する注記
　会計上の見積りにより当事業年度に係る計算書類にその額を計上した項目であっ
て、翌事業年度に係る計算書類に重要な影響を及ぼす可能性があるものは次の通りで
す。

　投資有価証券の回収可能価額
①当事業年度の計算書類に計上した金額

（千円）

②識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　当社の投資有価証券は、いずれも市場価格のない株式等であり、その投資先の多
くは事業の立ち上げ段階にあり、超過収益力を見込んで、１株当たりの純資産額を
基礎とした金額よりも高い価額で株式を取得しております。当該株式は、その評価
において、投資先の最近の計算書類を基礎に算定した１株当たりの純資産額を用い
て算出した純資産持分相当額が帳簿価額と比較して著しく下落している場合に、減
損処理の要否を検討しております。
　減損処理の要否の検討においては、投資時の事業計画と実績を比較してその達成
状況を把握し、事業計画に対し実績が大きく下回る場合には、外部経営環境等を勘
案して、今後の事業計画の実現可能性を評価し、投資先の超過収益力を含む実質価
額の回復可能性が事業計画等により十分に裏付けられる場合を除き、純資産持分相
当額まで帳簿価額を切り下げることとしています。
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(1) 有形固定資産の減価償却累計額 6,372千円

①短期金銭債権 398,689千円
②長期金銭債権 242,733千円
③短期金銭債務 646,098千円

関係会社との取引高
営業取引による取引高

売上高 837,755千円
仕入高・販売費及び一般管理費 2,052千円

営業取引以外の取引高
受取利息 5,104千円

普通株式 －株

　投資先の実績等が投資時の計画を下回った場合など事業計画に基づく業績回復が
予定どおり進まないことが判明した場合や、市場の変化、予測できない経済及びビ
ジネス上の前提条件の変化によって個々の投資に関する状況の変化があった場合に
は、翌事業年度の計算書類における投資有価証券の評価において、重要な影響を与
える可能性があります。

４．追加情報
　新型コロナウィルス感染症の影響、ロシア・ウクライナ情勢による影響について、
詳細は連結計算書類「連結注記表　３．追加情報」に記載のとおりです。

５．貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権、債務は次のとおりであります。

６．損益計算書に関する注記

７．株主資本等変動計算書に関する注記
　当事業年度の末日における自己株式の種類及び数
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繰延税金資産
賞与引当金 1,838千円
未払事業税 4,244千円
未払賞与 1,530千円
貸倒引当金 382千円
その他 1,069千円

繰延税金資産合計 9,064千円
為替差益 △17,463千円

繰延税金負債合計 △17,463千円
繰延税金負債の純額 △8,397千円

種類 会社等の
名称

議決権等
の所有

（被所有）
割合

関連当事者
との関係

取引
内容

取引金額
（千円） 科目

期末
残高

（千円）

子 会 社

Hybrid 
Technologies
Vietnam
Co., Ltd.

所有
直接
100％

ソフトウェア開
発・営業サポー
ト業務委託契約
の締結
資金の貸付契約
の締結
役員の兼任

ソフトウェア
開発・営業サ
ポート業務委
託契約

837,755 売掛金 268,614

債権回収代行 2,056,986 預り売上 622,798

資金の貸付 30,000
１ 年 内 回
収 予 定 長
期貸付金

121,366

貸付の回収 135,887 長期
貸付金 242,733

利 息 の 受 取
（注) 5,104 その他

流動資産 2.340

８．税効果会計に関する注記
(1) 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

(2) 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があると
きの､当該差異の原因となった主要な項目別内訳
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率

の100分の５以下であるため注記を省略しております。

９．関連当事者との取引に関する注記
親会社、子会社及び関連会社

取引条件及び取引条件の決定方針等
（注）貸付金の貸付利息は、市場金利を勘案して合理的に決定しております。
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(1) １株当たりの純資産額 184円35銭
(2) １株当たりの当期純利益 9円18銭

10．収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報については、「１．重要
な会計方針に係る事項に関する注記（５）収益及び費用の計上基準」に記載の通りであり
ます。

11．１株当たり情報に関する注記

12．重要な後発事象に関する注記
　該当事項はありません。
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